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巻頭言

　1999年10月17日、日本労働者協同組合
連合会理事長の永戸祐三氏と同副理事長
の菅野正純氏と共に私も、前年の1998年
に「ノーベル経済学賞」を授与されたア
マルティア・セン教授（以下、セン教授）
の厚

こう

意
い

により午後３時過ぎに、ケンブ
リッジ大学の３階建て学長室「トリニ
ティ・カレッジ」に入りました。
　“1665年にそのカレッジのフェロー（研
究員）となったアイザック・ニュートン
は1669年に教授になられた”と教えてく
れました。また１階に置かれている大

おお

時
ど

計
けい

は、何とニュートンがそこで研究して
いた時代から今

こん

日
にち

まで変わることなく針
を動かしていますので、本日も確

しっか

り時刻
を知らせてくれますよ、と楽し気に説明
してくださった。
　見学後に私たちも２階の学長室に案内
され、先ずは永戸祐三氏が「福祉とは生
きがいである」と話し始めたのです。

永戸氏：あの大きな時計がそうでありま
したように、私たちはセン教授の話に心
を引かれています。と言いますのは、
1994年の雑誌『世界』で一ツ橋大学の都
留重人先生が『福祉とは生きがいである』
とセン教授の指摘を紹介していたからで

す。そのこともヒントになり、私たちの
日本労働者協同組合連合会は「労働の人
間化と地域の人間的再生──新しい福祉
社会の創造」と言う大目標を掲げました。
“21世紀への希望をどこに見いだすか”、
お伺
うかが

いしたいのです。

セン教授：私も皆さんとお会いできるこ
とを非常に楽しみにしていました。協同
組合運動は「世界的な財産」のきわめて
重要な一部です。日本では協同組合運動
の力が歴史的にも今日的にもきわめて強
いことは承知しています。皆さんと話が
できる機会を得たことは嬉しい限りで
す。

永戸氏：最近日本でも失業が非常に増え
てきています。市場経済の暴走、バブル
経済の後

こう

遺
い

症
しょう

と失業問題が一つになっ
て、かなり長期的な様相で混迷を深めて
います。私たちは、失業のない社会や経
済をどのようにして構築していくか、そ
こで労働者協同組合がどのような役割を
果たせるのか、といった思いで活動して
きました。
　また、働いている人びと・市民が自ら
の可能性を広げ、社会の主体者になって
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いくことに資する経済が求められている
のではないかと強く思ってきました。

セン教授：日本では最近まで失業率は低
かったし、今でも欧州と比べれば失業の
水準は低いと言えます。しかし、過去の
日本と比べると深刻な事

じ

態
たい

です。
　皆さんの日本労働組合連合会という名
称には２つの重要な言葉が含まれていま
す。「労働者と協同」です。これは労働
者の連帯によって仕事を得て、相互の競
争を本質的な原理とするのではなく、相
互の協同を原理として働くことができる
とのことを示すものです。労働者協同組
合連合会が労働を評価し、それゆえに失
業を憂

ゆう

慮
りょ

し、「協同という手法」が指し
示す諸手段を通じてその解決を考えるの
は、きわめて正当です。

永戸氏：労働者が主体者になることに関
してですが、たとえば雇用ということも、
労働者が政府や資本家、経営者に向かっ
て要求するだけではなかなか実現しない
のです。
　最近の象

しょう

徴
ちょう

的な事故・事件で言えば、
阪神大震災で市民の生活がズタズタにさ
れ、雇用の場も失われた。ところが政府
は公的資金で市民の生活を建て直すこと
には非常に消

しょう

極
きょく

的であり、またこの時と
ばかり「企業の首切り」にも走り回った
のです。
　私は、政府に責任を果たさせると同時
に、労働者・市民もまた「自ら仕事の場
を作り上げる事業経営能力を持たなけれ

ばならない」と思うようになりました。

セン教授：その点の意義や理論的根拠に
ついてはまったく賛成です。社会の各部
分が、雇用に貢

こう

献
けん

する多様な種類の義務
と責任を有していることは確かです。
　もちろん政府には、雇用促進の環境づ
くりや大

マ

規
ク

模
ロ

な政策、総合経済政策を作
成するとともに、カルテルよりも雇用を
高めるように企業を管理し、規制するミ
クロ政策を立てる役割があります。私的
セクター及び企業家も雇用の側面に注意
を払う強い責任

4 4 4 4

があります。日本ではこ
うした雇用への貢献を経済的価値の一部
とする伝統があり、過去の日本社会では
取り分け大事にされてきたはずです。
　とは言え、それは政府や私的セクター
だけの仕事ではありえません。労働者自
身も労働組合や労働者協同組合も多くの
責任を引き受ける必要があります。国民
の各部分がそれぞれの責任を認識した上
で、相互理解を深め、経済社会全体の協
同をどう進めるかが何よりも重要です。
　そうすることで労働組合と労働者協同
組合、雇用者および企業、ならびに政府
との間の連関作業が可能になり、雇用の
拡大のために社会の様々な部分が一緒に
活動することになります。
　資料を読ませていただきましたが、日
本労働者協同組合連合会は雇用を発見
し、労働者と他の経済的要素との間に創
造的な相互作用を創り出す特別の方法を
編み出したように思われます。
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永戸氏：私たちはそこを「協同労働」
（work for co-operative work）と言って
きました。協同労働は本来、基本的人権
であると思っていますが、雇用労働だけ
で「労働＝仕事」の問題を解決できない
となった場合、協同組合が社会に定着し
ていく可能性が高まると考えています。
　日本では労働者協同組合は制度として
確立していないので、法律を作って制度
化してほしいと各政党にお願いしている
ところです。私たちがまとめた法案では、
労働者協同組合について「協同労働のた
めの協同組合である」という定義づけを
しています。

セン教授：そのことに関して３点述べた
い。第１は、協同組合を通じて経済を組
織するというアイデアは、既存の諸制度
に追加する制度として極めて魅

み

力
りょく

的であ
り、経済を豊かにするものだと言うこと
です。
　協同組合が通常の雇用関係、企業のす
べてにとって代わり得るものだと考える
のは大きな間違いであり、逆効果になる
でしょう。しかし、通常の賃金・雇用制
度、ないしは通常の営利的ブルジョア制
度が出来ないことを協同組合が行い得る
という意味では、協同組合は、経済を豊
富にするものであるから、きわめて高い
価値を有するのです。
　第２に指

し

摘
てき

したいことは、法制形態（形
体）としての労働者協同組合が日本では
まだ公式の承認を待っている段階であっ
ても、日本の経済社会関係の中では「協

同」が極めて大きな役割を果たしてきた
歴史があり、通常の企業においてさえ、
協同の要素が常に存在し続けてきた、と
いうことです。それ故、日本には協同組
織を極めて重要なものとして認めるべき
歴史と伝統があると私は思います。法人
としては「新しい」としても、です。
　第３に述べたいことは、日本の経済は
出発点の明治初期から基礎教育基

き

盤
ばん

の形
成が始

はじ

まり、教育に大きな力点が置かれ
てきたことです。経済の拡大に応じた学
校教育の重要性が最初に確立したのは日
本です。
　教育および人的資源の開発に焦点が当
てられたということは、別の見方をすれ
ば、協同的な経済に対処する条件を拡大
したことに他なりません。なぜなら、高
水準の良質な学校教育を通じてすべての
人が知的な人間として経済活動に参加で
きるようにしない限り、協同的な対処の
仕方を実行することができないからで
す。
　これは欧州の初期資本主義において起
こったこととはかなり違った事態です。
欧州では一方に親方がおり、他方には極
めて無知な労働者が存在し、親方から“や
るべきことを命令されて初めて働く労働
者が存在する”という構造でした。
　資本主義は政治的な価値観や社会的な
背景、経済状況に応じた様

さま

々
ざま

な形態があ
り、いろいろな制度と一緒に存在し得る
わけですが、日本経済の成長の要因とし
ては、市場だけでなく、国家や社会、法
的構造といった他のすべての制度、そし
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て基礎的には教育や公共施設を視野に入
れて進めてきた歴史があるし、そこには
常に協同的要素があったと言えるので
す。
　「それは日本だけではない」と言う人
もいますが、欧州の諸制度よりも日本経
済において重要であり続けた一定の協同
的原理が存在したのは真実です。西欧で
は市場において「一人ですべての仕事を
すること」を「ローンレンジャー」と呼
んでいましたが、日本では市場を「万

ばん

能
のう

なものだ」と信じなかったのは、“協同
的な労働管理“の伝統があったからです。
　したがって、労働者協同組合の法的承
認を求めると言うことは、「過去からの
断
だん

絶
ぜつ

ではない」と言うことを念頭に置く
べきです。日本の歴史には、あなた方が
継
けい

承
しょう

できる伝統や文化があるのです。

　1999年10月17日にアマルティア・セン
教授の学長室にてセン教授と日本労協連
永戸祐三理事長との話し合いが行われ
た。すぐ傍

そば

で聞いていた私たちも多様な

勉強をすることができた。
　私たち３人はセン教授が『SEKAI・
1999・6』に綴

つづ

った「民主主義と社会正義」
を何度も読んだ。そこで「民主主義と社
会正義」の「おわりに」の言葉の最後の
一部を書き添えておく。

　「民主主義の必要を強調することは大
だい

事
じ

なことであるが、同時に民主主義的プ
ロセスを確固たるものにする条件や環境
を整えることも忘れてはならない。民主
主義の価値とは、社会的機会の供給源と
しての価値（特にアジアにおいては〔開発
には〕強力な防御手段が必要であること
の認識）である。民主主義の可能性を理
解するためにも、民主主義をうまく機能
させるにはどうしたらよいかとの考察も
必要である。社会正義の達成は、（民主
主義の規約を含む）制度形態ばかりでな
く、有効な実践次第である。この問題こ
そ、今の我々が次世代に向けて取組むべ
き大きな議題である。」


